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は じ め に

近畿地方整備局では、これまでに発生した各不正事案を踏まえた再発防止策をとりまと
め、綱紀保持の更なる徹底、入札・契約事務の改善などの対策を実施してきました。
また、平成２４年１０月に高知県内における国土交通省発注の土木工事に関し、公正取

引委員会から省全体としての改善措置を求める要請を受け、国土交通本省においてとりま
とめられた「当面の再発防止対策について」を踏まえ、近畿地方整備局におけるコンプラ
イアンスの推進等の強化を図るための「近畿地方整備局コンプライアンス推進本部」を設
置し、従前の発注者綱紀保持のための取組計画を発展的に改め、毎年度、近畿地方整備局
コンプライアンス推進計画を策定し、コンプライアンスの推進に取り組んできました。
令和３年度においても、近畿地方整備局の職員一人一人が、「発注者としての綱紀保持」

及び「公務員としての服務規律・倫理保持」の重要性を深く認識し、国土交通省に対する
社会的要請に応え、社会的責任を果たしていく意識を持ち続け、それが組織風土として継
承されることを旨として、コンプライアンスの推進に強力に取り組んできました。
なお、今年度は新型コロナウィルスの感染拡大防止等のため、一時期、職員の出勤回避

や出張・会議等を真に必要なものに限定する等の対策の実施により、コンプライアンス推
進の取組にも一部延期を余儀なくされる等の影響がありましたが、そのような状況におい
ても、Ｗｅｂ会議の活用等、実施方法の工夫によりコンプライアンス推進の取組を行いま
した。
本書は、「令和３年度近畿地方整備局コンプライアンス推進計画」に基づき実施した取

組状況等をとりまとめ、報告するものであります。

令和３年度コンプライアンス推進の主な取組状況

７／１５ 和歌山ブロッ

ク

７／１６ 港湾ブロック

７／１９ 滋賀ブロック

（トレーニング後に実

施）

７／２０ 京都ブロック

８／３０ 奈良ブロック １０／５ 和歌山ブロッ

ク

3／16 大阪ブロック

7/20 コンプライアンス

     講習会（京都Ｂ）

7/30 コンプライアンス

     講習会（和歌山Ｂ）

10/15 コンプライアンス

       講習会（大阪

Ｂ）

11/19 コンプライアンス

     講習会

    （奈良・三重Ｂ）

11/26 ハラスメント

     講習会

    （和歌山Ｂ）

1/20 コンプライアンス

    講習会（滋賀Ｂ）

9/16 琵琶湖

9/29 奈良国道

10/6  木津川

10/8  浪速国道

10/12 大戸川

10/14 兵庫国道・明石

10/22 紀南

10/25 淀川・近畿メンテ

11/ 8 京都国道

     紀伊山系・紀の川

11/10  九頭竜

11/12  飛鳥・滋賀国道

11/16  大阪国道

11/17  和歌山

11/24  福知山

11/25  福井・足羽

     大和川

11/26  姫路

12/６ 近技・淀川統管

12/７ 六甲

12/ 8 京都営繕

1/6  豊岡

４月 ５月 １月 ２月 ３月

コンプライアンス

推進本部会議

コンプライアンス

推進室会議

６月 ７月 ８月  ９月 １０月

 

推進室員による事務所巡回

（情報共有・意見交換）

コンプライアンスミーティング

ブロックコンプライアンス・チーム会議

コンプライアンス担当

建設専門官等会議

コンプライアンストレーニング

１２月１１月

コンプライアンスに関する研修・講習

ブロック講習会

各属性ごとの特性に応じた講習会

第１回

推進室会議

【5/１７】

第２回

推進室会議

【10/２５】

推進本部
会議

【４／２７】

推進本部
会議

【５／３１】

推進本部
会議

推進本部
会議

【７／２７】

推進本部
会議

【９／２８】

推進本部
会議

【１０／２６】

推進本部
会議

【１１／２４】

推進本部
会議

【１２／１４】

推進本部
会議

【１／２５】

推進本部
会議

【２／２２】

推進本部
会議

【３／２２】

第３回

推進室会議

【２/３】

中止

大阪ブロックは、第１回と第２回のトレーニングの際に併せてブロックの活動予

定の説明と意見聴取を行いその結果を共有することでブロック会議に代えるこ

とした。
兵庫ブロックは、構成事務所には、メールや電話で連絡することでブロック会
議に代えることとした。
福井ブロックは未実施。

建設専門官等
会議

【７／２８】

建設専門官等
会議

【９／２９】

建設専門官等
会議

【１１／２５】

建設専門官等
会議

【２／２４】

建設専門官等
会議

【３／２３】

建設専門官等
会議

【１０／２７】

建設専門官等
会議

建設専門官等
会議

【１２／１６】

建設専門官等
会議

【４／２８】

建設専門官等
会議

【６／１】

建設専門官等
会議

【１／２６】中止

ミーティング（第１回）
【６／２～７／２３】

発注者綱紀保持

ミーティング（第２回）
【８／２～１０／８】

行政文書管理

ミーティング（第３回）
【10/27～11/26】

理解度チェック
（ｅーラーニング）

ミーティング（第４回）
【12/16～2/4】

ハラスメント

トレーニング
（第１回）

【6／10～７／２６】

トレーニング
（第2回）

【８／２４～１０／１１】

トレーニング
（第3回）

【12／1～1／21】

9/  ２ 経理専門研修 10/12 砂防・地すべり研修 12/21 法制実務研修11/10 用地（上級）研修6/１道路管理研修
7/５新任係長Ⅰ期研修

4/6 新規採用職員
9/  ２ 建設生産システム研修

（事務所係長級）

11/16 土砂災害緊急
調査研修

5/31 用地事務職員（初
級）研修

7/1～新採職場研修
10/12 洪水解析・予測技術

研修
10/15 建設生産ｼｽﾃﾑ

（監督・検査） 研修

10/25 環境技術研修

出張所長・監督官会議

【９／１３】

管内技術課長
・建設専門官等会議

【１１／１１】

管内事務所長会議
（本局）

【１／１９】

出向者会議

【５／３１】
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近畿地方整備局コンプライアンス推進計画に基づく取組状況
Ⅰ 発注事務に係る法令の遵守及び綱紀の保持
１ 法令の遵守及び綱紀保持の徹底
理解度チェックの結果を踏まえ、近畿地方整備局発注者綱紀保持規程（以下「規程」

という。）における「不当な働きかけへの対応」に重点をおき、以下の取組を行う。

（１）発注者綱紀保持に関する基本事項の徹底
コンプライアンスミーティング、研修・講習会、各部門における会議及び所内会

議等（以下「研修等」という。）の場を活用し、規程に規定する職員の責務、秘密
の保持等の基本事項について、職員全員に周知徹底する。
また、少なくとも年１回は、全職員が研修等を受講したことを確認する。

（取組実績）
令和３年度において研修等の場を活用して、規程に規定されている基本的事項につい

て、職員全員に周知徹底を図りました（取組の詳細は、「Ⅲ 職員のコンプライアンス
意識向上の取組手法」を参照ください。）。

（２）情報管理の徹底と入札契約手続きの適正な執行
①情報管理の徹底
予定価格、調査基準価格、総合評価の評価点数、入札参加予定者名等の機密情

報の管理方法（紙文書の施錠箇所での保管及び電子文書を保管するフォルダのア
クセス制限の設定等。）、情報管理責任者の指定、情報管理整理役職表の更新並び
に情報管理責任者による管理状況の適切な点検及び情報管理総括責任者による点
検結果の確認（指導・助言）等、発注事務に関する情報管理ルールの周知徹底を
図る取組を継続して実施し、コンプライアンストレーニング等の機会に、実施状
況の確認を行う。
また、情報セキュリティ対策委員会との連携のもと、発注事務に関する情報の

適切な取扱いや個人情報の保護等情報管理の徹底を図る。

（取組実績）
第１回コンプライアンスミーティングにおいて令和元年度に発覚した静岡県沼津市に

おける入札に係る不正行為に関する事案を参考に事例を作成し、情報の適切な管理（及
び事業者等との応接ルール、不当な働きかけへの対応）をテーマとして取り組み、発注
事務に関する情報管理ルールについて、全職員に確認・周知を行いました。また、整備
局が主催する原則すべての研修において研修題材として取り上げたほか、第３回コンプ
ライアンストレーニングにおいて、機密情報の管理方法や情報管理責任者等の指定等、
発注事務に関する情報管理ルールについて確認を行うとともに、各ブロックのコンプラ
イアンス・チーム会議において、日常業務における情報管理について、技術・事務副所
長及び総務課長等が情報交換を行いました。さらに、全職員に向けたポップアップメッ
セージや職員周知情報を活用し、職員への周知徹底を図りました。
しかし、第３回コンプライアンスミーティングにおいて実施した理解度チェックの結

果では、「情報の適切な管理」の設問に対する正答率は約６０％となっており、理解度
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が十分とは言えないことから、次年度においても引き続き理解を深める取組を実施しま
す。

○第１回コンプライアンスミーティングの概要

○研修テキスト

○職員周知情報 ○理解度チェック
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②積算業務と審査・評価業務の分離
積算業務と審査・評価業務の双方の情報を知る機会や知る者の数を限定することに

より情報漏洩の防止を図るため、本局・事務所において発注する工事の積算業務と審
査・評価業務の分離を行う。

（取組実績）
平成２５年度より、一般土木工事等について、当該事務所が発注する工事の「審査・

評価業務」を当該事務所以外のブロックの代表事務所で行うこととし、代表事務所に品
質確保課を設置し、「積算業務」と「審査・評価業務」を分離しています（下記ブロッ
ク構成のとおり）。また、平成２９年度より、本局発注工事について、「積算業務」、「競
争参加資格の審査業務」、「技術資料の審査・評価業務」の３つを分離し、同一の担当者
にこれらの業務を兼務させないようにするとともに、執務室の分離も図っています。
なお、港湾土木工事等については、当該事務所が発注する工事の「審査・評価業務」

を港湾空港部品質確保室で行うこととし、「積算業務」と「審査・評価業務」を分離し
ています。

○ブロック構成

代 表 事 務 所 構 成 事 務 所

福井河川国道事務所 足羽川ダム統合管理事務所

九頭竜川ダム統合管理事務所

滋賀国道事務所 琵琶湖河川事務所

大戸川ダム工事事務所

京都国道事務所 福知山河川国道事務所

京都営繕事務所

淀川河川事務所 猪名川河川事務所

大和川河川事務所

大阪国道事務所

浪速国道事務所

淀川ダム統合管理事務所

近畿技術事務所

近畿道路メンテナンスセンター

奈良国道事務所 紀伊山系砂防事務所

紀の川ダム統合管理事務所

木津川上流河川事務所

国営飛鳥歴史公園事務所

兵庫国道事務所 豊岡河川国道事務所

姫路河川国道事務所

六甲砂防事務所

国営明石海峡公園事務所

和歌山河川国道事務所 紀南河川国道事務所
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③技術提案書等におけるマスキングの徹底
入札参加業者名を知る者の数を限定するとともに、特定の業者に対する不公正な評

価及び情報漏洩の防止を図るため、業者から提出される技術資料等に記載された業者
名、所在地等のマスキングを徹底する。

（取組実績）
入札参加事業者名の情報を管理する職員を限定し、事業者提案等に対する公平な評価、

情報漏洩の効果的な防止に資するマスキングの徹底については、第１回コンプライアン
ストレーニングにおいてチェック、確認を行いました。

④「２封筒事後審査型」の入札手続きの実施
技術評価点と予定価格の漏えいの防止を図るため、一定の要件を満たす工事におい

て「２封筒事後審査型（技術提案書等と入札書を同時提出させるとともに、予定価格
を入札書提出後に作成する方法）」を引き続き実施する。

（取組実績）
平成２６年度より、予定価格６千万～３億円の一般土木工事及び予定価格５千万～２

億円の港湾土木工事の総合評価落札方式（施工能力評価）を対象として、「２封筒事後
審査型」を実施しています。

（３）事業者等との応接方法の徹底
事業者等との応接にあたっては、原則として受付カウンター等オープンな場所で

複数の職員により対応するなど、規程第５条に規定する「事業者等との応接方法」、
「豊岡河川国道事務所等における不正事案を踏まえた再発防止策について」（平成
２０年１０月１７日付け国近整総第２２８号・国近整企画第７６号）で定める「職
員と業者の接し方の改善」及び「建設事業者等に対する応接方針について」（平成
２７年１月１６日付事務連絡）により取り組むこととし、事業者等からの必要な情
報収集については引き続いてしっかりと行いつつ、国民の疑惑や不信を招くことの
ない公平かつ適切な応接を行うよう、研修等の場を活用し、ルールの再確認や取組
状況の確認を行う。
一方、事業者等に対しては、公共工事等の発注事務に係る綱紀の保持に関する近

畿地方整備局の取組について理解と協力を得ていく。

（取組実績）
第１回コンプライアンスミーティングにおいて令和元年度に発覚した静岡県沼津市に

おける入札に係る不正行為に関する事案を参考に事例を作成し、事業者等との応接ルー
ル（及び情報の適切な管理、不当な働きかけへの対応）について、全職員に確認・周知
を行いました。また、整備局が主催する原則すべての研修において研修題材として取り
上げたほか、第１回コンプライアンストレーニングにおいて、事業者等との応接方法の
原則、及び、当該原則によることができない場合の対応方法等について確認を行い、事
業者等との応接ルールの徹底を図りました。
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しかし、第３回コンプライアンスミーティングにおいて実施した理解度チェックの結
果では、「事業者等との応接方法」の設問に対する正答率は約７４％であり、理解度が
十分とは言えないことから、次年度においても引き続き理解を深める取組を実施します。

○研修テキスト

○理解度チェック

（４）不当な働きかけへの対応等
規程第１２条に規定する事業者等から不当な働きかけに該当すると思料する行為

を受けた場合は、直属の上司及び発注者綱紀保持担当者の両者を通じて組織管理の
責任者である局長への報告を確実に行うよう、研修等の場を活用し、職員に周知徹
底し、理解度を高める。

（取組実績）
第１回コンプライアンスミーティングにおいて令和元年度に発覚した静岡県沼津市に

おける入札に係る不正行為に関する事案を参考に事例を作成し、不当な働きかけへの対
応（及び情報の適切な管理、事業者等との応接ルール）について、全職員に確認・周知
を行いました。また、整備局が主催する原則全ての研修において研修題材として取り上
げたほか、各ブロック等で実施している講習会等においても周知を行いました。さらに、
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全職員に向けたポップアップメッセージや職員周知情報を活用し、職員への周知徹底を
図りました。
しかし、第３回コンプライアンスミーティングにおいて実施した理解度チェックの結

果では、「不当な働きかけに該当すると思料する行為を受けたときの対応」の設問に対
する正答率は約７２％と理解度が低かったことから、次年度においても引き続き理解を
深める取組を実施します。

○第１回コンプライアンスミーティングの概要

○研修テキスト

○職員周知情報 ○理解度チェック
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（５）規定に抵触すると思料する事実を確認等したときの報告の周知と適正な運用
規程第６条に基づく報告は、違反行為の未然防止や事態の深刻化を回避する正し

い行為であること、報告した職員は不利益な取扱いを受けないこと及び報告は職員
の義務であることを研修等の場を活用し、職員に周知徹底する。
また、令和２年度からは匿名による報告を認め、職員の報告に対する負担を軽減

し、報告しやすい環境を整備する。

（取組実績）
整備局が主催する原則全ての研修において研修題材として取り上げたほか、各ブロッ

ク等で実施している講習会等においても周知を行いました。また、ポップアップメッセ
ージや職員周知情報を活用し、令和２年度から匿名による報告を認めることとしたこと
について職員へ周知しました。
しかし、第３回コンプライアンスミーティングにおいて実施した理解度チェックの結

果では、「発注事務に関して抵触すると思料する事実を確認したときの対応」の設問に
対する正答率は約５６％であり、理解度が十分とは言えないことから、次年度において
も引き続き理解を深める取組を実施します。

○研修テキスト ○職員周知情報

○理解度チェック

報告（発注者綱紀保持規程第6条）

見て見ぬふりをしない（不正の芽を早期に摘む）

※報告を行ったことを理由とした不利益な取り扱いの禁止
※職員の意に背いた氏名等の調査の禁止（外部窓口経由時）

発注者綱紀保持担当者

報告した職員の保護

職員が発注者綱紀保持規程に抵触する事実を確認

① 発注事務に関して、職
員が違法・不当な行為
を行っていると思料す
る事実を発注者綱紀保
持担当者又は発注者綱
紀保持弁護士へ報告

※ 弁護士は、通報者が近畿地
方整備局職員であるか否か
の確認のうえ、通報者が特
定されないような措置を講
じたうえで回付

近畿地方整備局長

コンプライアンス推進本部

②報告の受理を通知

①

①

①※

発注者綱紀保持担当弁護士

③③整理のうえ報告

[④必要な調査を実施]

⑤報告 ⑤ ⑦

⑨

⑦意見

[⑥調査審議]

⑨調査結果を通知

[⑧必要な措置の実施]

[⑩調査結果の概要
及び措置内容の公表]

調査過程において必要な
連絡等（随時）

⑪調査結果の概要を通知

どちらかを選択

②

⑪

②

⑪
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Ⅱ 公正性及び倫理性に係る社会的責任に関する国民目線からの要請に適合
するため必要な取組

１ 公務員倫理の徹底
職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もっ

て公務に対する国民の信頼を確保するため、国家公務員倫理法（同規程を含む。以下同
じ。）を遵守することが非常に重要である。
人事課は、理解度チェックの結果等も踏まえ、公務員倫理について、以下の取組を進

める。
（１）公務員倫理の徹底

国家公務員倫理月間（週間）にあわせて、国家公務員倫理法に関するセルフチェ
ックシートを用いた自己点検を実施する。
また、新任管理職、新任係長及び新規採用職員に対しては自習研修教材を提供し

た研修を実施する。
さらに、服務・倫理違反に関する窓口への通報は、その必要性も含め、研修等の

場を活用し、職員に周知する。

（取組実績）
整備局が主催する原則全ての研修において研修題材として取り上げたほか、各ブロッ

ク等で実施している講習会等においても周知を行いました。
また、国家公務員倫理月間（１２月）にあわせて、全職員を対象として、「国家公務

員倫理法・倫理規程セルフチェックシート」を用いた自己点検を実施したほか、啓発ポ
スターの掲示、倫理月間パンフレットの配布を行いました。
また、新任課長、新任専門官等を対象に自習研修教材「公務員倫理を見つめ直す（本

省課長補佐級職員用）」を提供し、新規採用職員には、「国家公務員に求められる倫理（一
般職員用）」を用いた研修を実施しました。

○令和３年度国家公務員倫理月間
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○研修テキスト ○職員周知情報

（２）官庁綱紀保持に関する関係業界団体への協力依頼
事業者等の関係業界団体に対しては、引き続き綱紀の保持に関する協力を文書に

より依頼する。

（取組実績）
令和３年６月２２日付け「中元期等における綱紀の保持について（依頼）」及び１１

月２９日付け「年末年始等における綱紀の保持の御協力について（依頼）」により関係
業界団体（１５２団体）に対して、国民の疑惑を招くような行為の自粛について依頼し
ました。
また、発注者綱紀保持の周知を図るため、リーフレット「コンプライアンスの保持に

ご協力ください」を、上記の依頼文書に同封しました。
さらに、職員に対しても、６月２２日付け及び１１月２９日付けで、利害関係者から

贈与を受けることの禁止、受け取ってしまった場合の速やかな返送等、綱紀の保持につ
いて周知・徹底を行うとともに、地方公共団体などの利害関係者の来訪時に手土産を持
参されることがないよう、局長、副局長、部長、事務所長の執務室にポスターを掲示し
ました。
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２ 服務規律の徹底
国民全体の奉仕者としての使命を自覚し、厳正な規律と高い倫理観を保持しつつ、職

務に精励することが非常に重要である。しかしながら、公務に対する国民の信頼を損ね
るような一部の公務員による不祥事は未だに後を絶たない状況であり、服務規律を遵守
する意識をより一層徹底することが求められている。
人事課は、理解度チェックの結果も踏まえ、研修等の場を活用して、職員の意識を高

めるための取組を行う。

（取組実績）
服務規律については、新任管理職研修及び新任係長研修において、研修題材として

取り上げ、周知を行いました。
また、全職員に向けたポップアップメッセージや職員周知情報を活用し、職員への周

知徹底を図りました。

○ポップアップメッセージ ○職員周知情報
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３ ハラスメントの防止の徹底
令和元年５月に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正す

る法律」が可決され、いわゆる「パワハラ防止法」が成立した。公務の場においては、
令和２年４月に人事院がパワー・ハラスメントの防止、救済等の措置を講じるための人
事院規則１０－１６（パワー・ハラスメントの防止等）を制定し、同年６月に施行され
た。
ハラスメントは、被害者である職員個人の名誉や尊厳を傷つけ、精神や身体の健康を

害し、職務の能率を低下させ、退職にまで至る場合がある。一方、職場においても、職
場の人間関係を悪化させ、職場の士気を低下させ、公務の信頼性を失墜させることにな
りかねない。
職員一人一人がハラスメントに関する基本的な知識を持ち、相手を尊重するとともに、

ハラスメントの加害者にならないように留意し、日頃からハラスメントのない職場づく
りに努めていくことが非常に重要であり、令和３年度近畿地方整備局コンプライアンス
推進計画の最重点項目として位置づけ、人事課は、「セクシュアル・ハラスメント」、「妊
娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」及び「パワー・ハラスメント」の防止
等について、ハラスメント講習会を実施するとともに、各種研修等の場も活用して、職
員に周知徹底を図る取組を行う。
さらに、行政パソコン立ち上がり時にハラスメントの防止に関するメッセージの定期

的な表示やコンプライアンスミーティングのテーマとして取り上げて職員間で意見交換
を行うなど職員の意識向上の取組を実施する。

（取組実績）
研修においては、新任管理職研修、新任係長研修、新規採用職員研修及びコンプラ

イアンス研修の中で、「セクシュアル・ハラスメント」、「妊娠、出産、育児又は介護
に関するハラスメント」及び「パワー・ハラスメント」について、周知を行いました。
第４回コンプライアンスミーティングのテーマとしても取り上げ、「パワー・ハラ

スメントの定義」や「パワー・ハラスメントになり得る言動」について、全職員に周
知を行いました。
また、「ハラスメント相談員講習会」のビデオ配信、「ハラスメント講習会」(一般

向け)のビデオ配信、大阪ブロック、奈良ブロック、和歌山ブロック事務所にはWE
ｂによる講習会及び外部講師による「アンガーマネジメント講習会」（管理職員等向
け）の映像配信を行い、ハラスメント防止の啓発を行いました。
また、全職員に向けたポップアップメッセージや職員周知情報を活用し、職員への

周知徹底を図りました。
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○令和３年度第４回コンプライアンス ○令和３年度
ミーティング概要 ハラスメント防止週間

○ポップアップメッセージ ○職員周知情報

○アンガーマネジメント講習会 ○ハラスメント講習会
（管理職員等を対象） （管理職員等を除く全職員を対象）
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４ 不当要求行為等への対応の徹底
不当要求行為等への対応については、組織的取組を行うことが職員の安全と事務事業

の円滑かつ適正な執行を確保するために重要である。
調査官（総務）及び港政調整官は、研修等の場を活用し、「不当要求行為等対策要綱」

（平成１３年１月６日国近整訓第９号）に基づく取組内容を職員に周知徹底する。
また、事務所は、警察、暴力団追放センター、弁護士会と連携した講習会又は意見交

換会の場をブロック単位で設けるとともに、関係する職員の積極的な参加を促す。さら
に、不測の事態に備えて、民暴委員会に所属している弁護士と不当要求対応に関する覚
書を締結し、相談・対応依頼が行える体制を整える。

（取組実績）
１）職員に対する周知徹底

今年度も新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止した研修もありましたが、
Webを活用するなど工夫し、１５研修において不当要求行為等の講義を実施しまし
た。
さらに、各府県ブロックにおいて、府県警察本部、暴力追放運動推進センター、弁

護士会の協力を得ての講習会等も、昨年度は新型コロナ感染症の影響のため２ブロッ
クのみの実施でしたが、今年度はWebを活用するなど工夫し、７ブロックで実施し
ました。

不当要求行為等の講義を実施した研修
新規採用職員研修、行政基礎（Ⅱ期）、新任係長＜Ⅰ期＞、新任係長＜Ⅱ期＞、経理専門
研修、コンプライアンス研修、法制実務研修、道路管理研修、構造物設計、河川・道路
技術（初級）、建設生産システム（事務所係長級）、建設生産システム（監督・検査）、砂

防・地すべり、洪水解析・予測技術、用地事務職員（上級）

２）府県警察本部、暴力追放運動推進センター、弁護士会との連携
管内各府県警察本部、暴力追放運動推進センター、弁護士会と連絡会等を開催する

など関係機関との連携を強化し、有事の協力体制を確保しました。

３）弁護士との法律相談体制の確立
民暴委員会に所属している弁護士と不当要求対応に関する覚書を全事務所が締結

し、相談・対応依頼が行える体制を整えました。
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５ 行政文書管理の徹底
公文書は、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源であり、行政文書の作

成・保存は国家公務員の本質的な業務そのものであることを職員一人一人が肝に銘じて
職務を遂行することが非常に重要である。
総務課及び港政課は、令和２年度の一般監査の実施結果も踏まえ、適正な行政文書管

理について、以下の取組を進める。

（１）行政文書管理の徹底
「行政文書管理に関するガイドライン」、「国土交通省行政文書管理規則」、「地方

整備局行政文書取扱規則」及び「国土交通省行政文書ファイル保存要領」等の行政文
書管理に関する諸規定について、研修等の場を活用し、職員に周知徹底する。

（２）不適切事例の改善及び再発防止に向けた取組の実施
公文書管理に関する諸規程に反する不適切事例の改善に向けた取組（ファイリング

用具への必要事項の表示、必要事項を明記したファイル名の設定、文書管理者の異動
時における確実な引継ぎの実施等）及び再発防止に向けた取組を実施する。

（３）電子的管理の推進
行政文書の紛失や誤廃棄を防止し、確実かつ効果的に行政文書の管理を実施するた
め、「行政文書の電子的管理についての基本的な方針」（平成３１年３月２５日内閣
総理大臣決定）に基づき、行政文書の電子媒体を正本・原本として体系的に管理する
ことを推進する。

（取組実績）
毎月23日（国土交通省ふみの日）に文書管理に関するポップアップを実施し、文

書管理に関する知識の普及及び意識の啓発に努めました。
また、新規採用研修、新任係長研修、新任管理職研修などの節目となる研修におい

て、それぞれの役職に応じた内容の文書管理に関する研修を実施したほか、国土交通
省文書整理月間である11月には、全職員を対象として「職員の能力向上のための講
習会（公文書管理）」、「文書管理e-ラーニング研修」を実施しました。
さらに、令和3年度コンプライアンス研修では、「文書管理・個人情報保護」につ

いてコンプライアンスの観点から講義を行い、行政文書の電子化推進と保存ルールの
徹底を行いました。
○ポップアップメッセージ ○職員周知情報
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Ⅲ 職員のコンプライアンス意識向上の取組手法

１ コンプライアンスミーティングの開催
職員相互間で綱紀保持等についての再確認や意見を出し合う場として、本局各部・各

事務所は、全職員が参加する「コンプライアンスミーティング」を年４回開催する。
コンプライアンスミーティングの開催にあたっては、単独での課等の所属単位に限定

せず、複数の課等による合同での開催や役職別・年代別での開催、または、本局幹部職
員や事務所長・副所長が参加するなど工夫を凝らした方法により実施していく。

（取組実績）
本局・全事務所において、コンプライアンスミーティングを年４回実施しました。
なお、ミーティングに参加できなかった職員に対しては、所属長が個別にミーティン

グの要点を伝えたうえで資料を配布し、意見を聞くことにより（長期休職者を除く）、
コンプライアンス意識を醸成するよう努めました。

○第１回コンプライアンスミーティング（参加率１００％）
実施時期：令和３年６月２日～７月２３日
テ ー マ：発注者綱紀保持（情報の適切な管理、事業者との応接方法、不当な働きかけへの対応）

○第２回コンプライアンスミーティング（参加率１００％）
実施時期：令和３年８月２日～１０月８日
テ ー マ：行政文書管理

○第３回コンプライアンスミーティング（参加率９９．６％）
実施時期：令和３年１０月２７日～１１月２６日
テ ー マ：コンプライアンスに関する理解度チェック

○第４回コンプライアンスミーティング（参加率１００％）
実施時期：令和３年１２月１６日～令和４年２月４日
テ ー マ：ハラスメント
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２ コンプライアンスに関する研修の継続的実施
年月の経過とともに違法性の認識が希薄にならないよう職員が繰り返し受講できるよ

うにするため、引き続き、近畿地方整備局が主催する原則すべての研修にコンプライア
ンスの講義を設ける。
講義は、研修生同士が意見を出し合い、自分の身近な問題として捉え理解を深めるこ

とができるように、過去の不正事案を題材とした「グループ討議」、「コンプライアン
ス研修用ＤＶＤ視聴」や「理解度チェック」等の活用を図る。
また、コンプライアンスの指導者を育成していくため、コンプライアンス担当建設専

門官及び管理職経験者（新任管理職は除く。）を対象とした「コンプライアンス専門課
程研修」を実施する。

（取組実績）
１）コンプライアンスに関する講義

令和３年度は、２１研修においてコンプライアンスに関する講義を実施し、新規採
用職員研修、新任係長研修、新任管理職研修など、職員が繰り返しコンプライアンス
に関する講義を受講出来る機会を設けました。
また、研修生に対して「コンプライアンス研修用ＤＶＤ視聴」、「理解度チェック」

を実施し、的確な理解となるよう努めました。

主として対象とする
研 修 名

職員のクラス

新規採用職員 新規採用職員

係 員 行政基礎（Ⅰ期・Ⅱ期）

係長等及び係員 用地事務職員（初級）、環境技術、河川・道路技術（初級）、

土砂災害緊急調査、砂防・地すべり

係長等 新任係長＜Ⅰ期、Ⅱ期＞、経理専門、用地事務職員（上級）、

建設生産システム（監督員・検査）、建設生産システム（事

務所係長級）、構造物設計、生産性向上、まちづくり、洪水

解析・予測技術、道路管理

事務所課長・建設専門官等 コンプライアンス

２）専門課程「コンプライアンス研修」
令和３年１２月１日～３日にコンプライアンスの指導者を養成する専門課程研修を

実施しました。
なお、今年度は新型コロナ感染症拡大防止のため、Ｗｅｂにて実施しました。

＜令和３年度コンプライアンス研修カリキュラム＞

講話

10:00
～10:25

総務部
総括調整官

情報セキュリティ
ポリシーについて

10:35～12:00

企画部
情報通信技術課長補佐

(水曜)

12月1日

14:30～16:00

昼
　
　
　
　
　
食

12月2日
不当要求対策について

＜事例研究＞
著作権に
ついて

14:10～15:10

12月3日

(木曜)

公共土木工事の
品質確保について

入札談合等関与行為
防止について

＜オープン講義＞

外部から見た公務員の
コンプライアンス

10:00～12:00

総務部
調査官

15:20～17:00

総務部
契約管理官
契約課長

(金曜)

企画部技術管理課長
公正取引員会事務総局
近畿中国四国事務所

弁護士

総務部
総務課長補佐

閉
　
講
　
式

10:00～12:00 13:00～14:20

総務部
総務課長補佐

行政文書管理・
個人情報保護

13:00～14:00

発注者綱紀保持について
＜事例研究＞

国家公務員倫理規程・
ハラスメント防止
＜事例研究＞

13:00～14:55 15:05～17:00

適正業務管理官
総務部

人事計画官

契約手続きについて
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３ コンプライアンスに関する講習会等の継続的実施
（１）オープン講義・ブロック単位の講習会等
多くの職員がコンプライアンスについての知見を広められるよう「コンプライア

ンス専門課程研修」では、外部講師を招いたオープン講義を設け、研修生以外の職員
に対しても広く受講を呼びかける。
また、各ブロックや各事務所単位で、コンプライアンス啓発のための講習会等を積

極的に開催していく。

（取組実績）
１）外部講師による発注者綱紀保持に関する講義

・令和３年１２月３日：「入札談合等関与行為防止について」＜オープン講義＞
（公正取引委員会近畿中国四国事務所）

・令和２年１２月３日：「外部から見た公務員のコンプライアンス」
（発注者綱紀保持担当弁護士）

なお、「入札談合関与行為防止について」は、当日、受講出来ない職員のため、動画
撮影し、近畿地方整備局公開フォルダにて、後日、全職員が閲覧できるようにしました。

２）不当要求対策に関する講習会等
令和3年10月29日 「三重県不当要求行為等防止対策講演会」

（警察、暴追センター、弁護士会）
令和3年11月 4日 「滋賀県公共事業等行政対象暴力対策協議会講演会」

（警察、暴追センター）
令和3年11月11日 和歌山県域「暴力団等排除連絡協議会、不当要求に関する講習会」

（警察、暴追センター、弁護士会）Web併用
令和3年11月30日 大阪府域「不当要求行為に関する意見交換会」

（警察、暴追センター、弁護士会）
令和4年 1月 6日 奈良県域「暴力団等排除連絡協議会、奈良ブロック不当要求対策講習会」

（警察、暴追センター、弁護士会）Web併用
令和4年 2月10日 兵庫県域「不当要求に関する講習会」

（警察、暴追センター、弁護士会）Web
令和4年 2月 9日 福井県域「暴力団等排除・不当要求対策研修会」

～ 2月24日 （警察、暴追センター、弁護士会）

３）ハラスメントに関する講習会等
5月12日～6月11日 「ハラスメント相談員講習会」ビデオ配信
12月3日～1月31日 「ハラスメント講習会」(一般向け)ビデオ配信
12月22日、 「アンガーマネジメント講習」
1月12～14日、19日、26 （管理職員等向け）映像配信
１０月１５日 「大阪ブロックハラスメント講習会」Zoom配信
１１月１９日 「奈良ブロックハラスメント講習会」Zoom配信
１１月２６日 「和歌山ブロックハラスメント講習会」 Zoom配信

４）事務所におけるコンプライアンス講習会等
開催日 講習会名

令和３年 ７月２０日 京都ブロック「コンプライアンス講習会」
７月２１日 港湾ブロック「コンプライアンス講習会」
７月３０日 和歌山ブロック「コンプライアンス講習会」

１０月１５日 大阪ブロック「コンプライアンス講習会」
１１月１９日 奈良・三重ブロック「コンプライアンス講習会」

令和４年 １月２０日 滋賀ブロック「コンプライアンス講習会」
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（２）所属、役職、年齢等の属性ごとの特性に応じた講習会等
適正業務管理官その他の取組の実施を中心となって行う者は、理解度チェックの結

果を踏まえ、所属、役職、年齢等の属性（以下「各属性」という。）ごとに理解度が
不足していると認められる内容を中心に、理解の底上げを図るための取組を実施する。
実施方法については、ブロック又は事務所単位の講習会に加え、各属性の関係者が

参加する会議等の場を活用し、各属性の職員との意見交換等を通じて当該属性が置か
れている立場や状況等を十分理解し、要点を絞った内容で説明を行う。また、さらに
必要が認められる場合にはアンケート調査等も追加で実施していく。

（取組実績）
・令和３年 ５月３１日：出向者会議

・令和３年 ９月１３日：出張所長・建設監督官会議
・令和３年１１月１１日：管内技術課長・建設専門官等会議

・令和４年 １月１９日：管内事務所長会議
・令和３年 ４月 １日～令和４年３月３１日：

期間業務職員に対するコンプライアンス意識の醸成に関する取組
（高知事案ＤＶＤ視聴）

４ 所内会議等によるコンプライアンスに関する啓発
事務所コンプライアンス・チームは、所内会議等を通じて、コンプライアンス全般に

関して、職員への啓発活動等を定期的に行う。昨年度に引き続き、コンプライアンス違
反に関する事案等の周知に加え、毎月、テーマを決めたコンプライアンスに係る課題を
職員へ周知するなど、職員のコンプライアンスに対する意識が高まるような取組を行う。
なお、コンプライアンス違反に関する事案や課題等については、適宜、適正業務管理

官等から提供する。

（取組実績）
概ね毎週１回開催される各事務所の幹部職員で構成される所内会議や概ね月１回開催

される各事務所の課内会議において、適宜、コンプライアンスに関する注意喚起を行い
ました。
また、本局適正業務管理官チームから、月１回程度、公務員の不祥事事案の報道など

コンプライアンスに係る情報を事務所コンプライアンス・チームに提供することによ
り、現実に生じているコンプライアンス事案を周知し、職員がより身近な問題としてコ
ンプライアンスを捉えられるよう努めました。
○コンプライアンス情報 ○コンプライアンスに関する職員周知



- 20 -

５ 「コンプライアンス等携帯シート」の配布・携帯
適正業務管理官及びコンプライアンス推進責任者である事務所長は、職員のコンプラ

イアンス意識の徹底及び日々の行動に役立つ資料としてコンプライアンスに関する基本
的な事項を網羅した「コンプライアンス等携帯シート」を、必要に応じて改訂し、全職
員に配布し携帯させる。

（取組実績）
本局及び全事務所において、「コンプライアンス等携帯シート」を作成し、全職員に

配布して携帯させています。
また、第１回コンプライアンストレーニングにおいて、「コンプライアンス等携帯シ

ート」の配付について確認するとともに、新規採用者、転入者に対して概要を説明しま
した。
さらに、
○コンプライアンス等携帯シート ○職員周知情報

（※携帯用Ａ６サイズ冊子）
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６ 内部ホームページ掲載によるコンプライアンスに関する事項の周知徹底
適正業務管理官は、職員のコンプライアンスに対する理解を深めるため、近畿地方整

備局の内部ホームページにおいて、コンプライアンスに対する考え方から再発防止策に
至るまで必要な情報等を掲載し、職員がいつでも活用できるよう発信する。

（取組実績）
コンプライアンス推進体制、再発防止策（関係規則・マニュアル等）、各種報告制度

等、過去の不正事案等を、職員が常時確認できるよう内部ホームページに掲載し、情報
発信を行いました。
○内部ホームページ

７ コンプライアンス遵守メッセージの表示
職員のコンプライアンスに関する意識向上とその徹底を図るため、全職員を対象とし

て、行政パソコンの立ち上がり時に、コンプライアンス推進本部員からのコンプライア
ンスメッセージを定期的に表示する。
メッセージにはより身近なものとして理解できるようにするため、最近の不正事案等

についても周知するように努める。

（取組実績）
「コンプライアンス推進本部員から職員へのメッセージ」を、パソコン立ち上げ時の

ホップアップにより掲載しました。
また、コンプライアンスに関する具体的な注意事項等を併せて掲載しました。

○推進本部からのメッセージ
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８ eラーニングシステムを活用したコンプライアンスに関する啓発
適正業務管理官その他の取組の実施を中心となって行う者は、研修や講習会に参加す

る機会の少ない職員も無理なく自席で受講できるよう、ｅラーニングシステムを活用し、
職員一人一人のコンプライアンスに関する知識の向上と意識の定着を図る。
また、同システムを利用した理解度チェックやアンケート調査を行い、それにより得

られる解答（回答）結果データ等を分析、活用し、整備局のコンプライアンスの推進の
底上げに繋げる。

（取組実績）
令和元年度に導入した香川県が開発したｅラーニングシステム（K-navi）を利用し、

第３回コンプライアンスミーティングを実施しました。eラーニングシステムで回答結
果を集計することができるため、所属や年齢などの属性ごとに正答率などを分析するこ
とが可能となっています。
また、令和３年度に発覚した北海道開発局及び九州地方整備局の不正事案を受け、コ

ンプライアンスに関するアンケートも実施しました。

○理解度チェック

○コンプライアンスに関するアンケート
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９ 退職予定者に対するコンプライアンスに関する事項の周知徹底
人事課は、退職後におけるコンプライアンスの徹底を図るため、退職予定者に対し、

コンプライアンスの心構え、入札談合等関与行為の事例、入札談合等に関与した場合の
厳しいペナルティ及び再就職規制等の説明を個別に行う。

（取組実績）
定年退職予定者に対して、再就職規制等の説明を個別に行いました。
また、「定年退職予定者年金・再任用募集要領等説明会」においても、再就職規制等

について説明しました。
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Ⅳ 推進計画の実施状況及び実効性の定期的検証

１ コンプライアンス推進本部によるモニタリング等
コンプライアンス推進本部会議は、コンプライアンス推進責任者等から事務所におけ

るコンプライアンスに関する取組状況等を聴取するモニタリングを継続して実施すると
ともに、聴取した内容を各事務所のコンプライアンス推進責任者と共有する。
モニタリングでは、「コンプライアンスに対する事務所長としての姿勢」や「コンプ

ライアンスに関する独自の取組内容、力を入れている取組内容」等を中心とした内容を
聴取するが、画一的にならないよう聴取内容の工夫を図っていく。

（取組実績）
コンプライアンス推進本部会議の場を活用して、各回２名のコンプライアンス推進責

任者（事務所長）から、

１．事務所長としてのコンプライアンスの推進に関する意識等
①どのようにマネジメントを行っているのか、特に力を入れて取り組んでいる点等
②コンプライアンスミーティング及びコンプライアンストレーニング結果の活用

２．コンプライアンスに関する事務所の取組について
〔５月・９月テーマ：ハラスメント〕

①ハラスメントのない良好な職場環境を確保するために、事務所のトップである事務所長として

重要と考えていること

②ハラスメントのない良好な職場環境を確保するために、行っている事務所の取組（対応）

③職場でハラスメントが行われていないかどうか積極的に把握するために行っていること

〔６月テーマ：情報管理〕

①令和元年度の不適切な事案である「事務所入札結果情報漏えい事案」を踏まえた事務所におけ

る再発防止の取組（対応）

〔７月・１１月テーマ：不当な働きかけ等への対応〕

①発注者綱紀保持規程第１２条に規定する「事業者等から不当な働きかけに該当すると思料する

行為を受けた場合」の、適切な対応方法について、職員への徹底のため、事務所が行っている

取組（対応）

②発注者綱紀保持規程第６条に基づく「規程に抵触すると思料する事実を確認等したときの報告」

について、所属職員への周知徹底のため、事務所が行っている取組（対応）

〔10月テーマ：不当要求行為対応〕

①不当要求及び悪質クレーマーに関する事務所の体制（弁護士、警察等の外部機関を含む）、及

び、適切な対応のため、職員に対し行っている取組（対応）

②過去数年において対応した事例の紹介

〔12月テーマ：公文書管理（※11月の「国土交通省文書整理月間」実施取組）〕

①適切な公文書管理の徹底に関する職員の意識を醸成するため、事務所において行っている取組

（対応）

②「紙文書ファイリング用具（背表紙）への作成年度、名称等の所定事項の表示」を徹底するた

め、事務所において行っている取組（対応）

③「作成した行政文書（電子データ）を名前を付けて保存する際、ファイル名に作成日等の明記」
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を徹底するため、事務所において行っている取組（対応）

〔1月テーマ：服務規律・公務員倫理（※12月の「国家公務員倫理月間」実施取組）〕

①飲酒や酒気帯運転による交通事故防止を図るため、事務所において行っている取組（対応）

②利害関係者との飲食における倫理規程の遵守の徹底を図るため、事務所において行っている取

組（対応）

３．応札・受注割合の推移状況等について、

取組状況を聴取しました。
また、令和３年３月３０日に、令和２年度のコンプライアンスに関する取組結果を近

畿地方整備局のホームページで公表しました。

○コンプライアンス推進責任者からの取組状況報告

会議開催日 コンプライアンス推進責任者

令和３年 ５月３１日 福知山河川国道事務所長 紀南河川国道事務所長

７月２７日 淀川河川事務所長 六甲砂防事務所長

大阪国道事務所長 和歌山港湾事務所長

９月２８日 浪速国道事務所長 兵庫国道事務所長

１０月２６日 紀の川ダム統合管理事務所長 近畿技術事務所長

１１月２４日 福井河川国道事務所長 木津川上流河川事務所長

１２月１４日 紀伊山系砂防事務所長 淀川ダム統合管理事務所長

令和４年 １月２５日 足羽川ダム工事事務所長 和歌山河川国道事務所長
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２ 事務所ごとの応札状況の透明化・情報公開
応札状況の透明化・情報公開のため、事務所ごとの年間を通じた一般土木工事（Ｃ等

級）及び港湾土木工事（Ｂ等級）の落札率及び業者別年間受注額・受注割合について、
引き続きホームページで公表する。

（取組実績）
平成３０年度､令和元年度、令和２年度の

事務所ごとの年間を通じた一般土木工事（Ｃ
等級）及び港湾土木工事（Ｂ等級）の落札率
及び業者別年間受注額・受注割合を、近畿地
方整備局ホームページで公表しました。
また、平成３１年度から令和３年度までの

一般土木工事（Ｃ等級）の月別平均落札率を、
ホームページで公開しました。
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３ コンプライアンストレーニングの実施
各ブロックコンプライアンス・チームは、過去の不正事案に対する再発防止策等の既

定のルールが実践されているかの診断及び職場運営のあり方についての啓発指導を行
い、再発防止策の取組等を風化させることのないように、組織の健康づくりに向けた取
組を引き続き実施する。

（取組実績）
各種再発防止対策の項目の中から、その時期に合った項目を設定し、年３回コンプラ

イアンストレーニングを実施しました。
第１回、第３回は、各ブロックごとに他の事務所の副所長が、当該事務所において再

発防止対策等が適正に実施されているか、チェックシートを用いて出席者間で確認する
とともに、意見交換を行いました。
第２回は、各ブロックごとに他の事務所の総務課長が、当該事務所において再発防

止対策等が適正に実施されているか、チェックシートを用いて当該事務所の総務課長と
の間で確認するとともに、意見交換を行いました。

○第１回コンプライアンストレーニング

実施時期：令和３年６月～７月

実施内容：①コンプライアンス意識向上の取組

②コンプライアンスの推進体制

③綱紀保持の徹底

④不当要求行為対応

⑤危機管理

⑥業務委託の適正化

⑦行政文書管理の適正化

○第２回コンプライアンストレーニング

実施時期：令和３年８月～１０月

実施内容：①執務環境の整備等（発注者綱紀保持、不当要求行為対応）

②業務委託の適正化（車両管理業務）

③庁舎管理（代表者の選任等、庁舎の目的外使用等、災害の防止）

④官貸与携帯電話の情報保持（紛失時の対応等）

⑤情報セキュリティー（外部記録媒体の取扱い）

○第３回コンプライアンストレーニング

実施時期：令和３年１２月～令和４年１月

実施内容：①発注事務に関する情報管理の徹底

（機密情報の管理方法、情報仮責任者等の指定等、情報管理ルールの周知徹底）

②図面作成業務の適正な執行（手続きの見直し、検査手続きの厳格化）

③予算管理の厳格化（予算管理の体制、方法）



- 28 -

Ⅴ コンプライアンスへの取組に関する内部監査

主任監査官は、一般監査において、コンプライアンスに係る事項も監査を行う。

（取組実績）
令和３年度近畿地方整備局一般監査実施計画書において、次の１，２の事項を重点監

査項目とし、監査を行いました。

１．入札契約事務に係るコンプライアンスの徹底に関する取組
①コンプライアンス意識の徹底に関する取組
②事業者・ＯＢとの接触・対応に関する取組
③機密情報管理の徹底に関する取組
④応札・落札状況の分析に関する取組

２．行政文書管理に関する取組
①行政文書の管理状況

No 実 施 日 対象事務所
1 令和３年１１月１８日 足羽川ダム工事事務所
２ １１月１９日 大戸川ダム工事事務所
３ １１月２６日 舞鶴港湾事務所
４ １２月 １日 琵琶湖河川事務所
５ 滋賀国道事務所
６ １２月 ６日 福知山河川国道事務所
７ １２月 ７日 六甲砂防事務所
８ 兵庫国道事務所
９ １２月 ９日 奈良国道事務所
１０ １２月１３日 京都国道事務所
１１ １２月１５日 大和川河川事務所
１２ １２月１６日 大阪港湾・空港整備事務所
１３ １２月１７日 紀の川ダム統合管理事務所
１４ 紀伊山系砂防事務所
１５ １２月２３日 近畿道路メンテナンスセンター
１６ 淀川ダム統合管理事務所

上記監査を実施した結果、概ね適切に取り組んでいることが確認できたが、「③機密
情報管理の徹底」については、情報管理役職表が現状に適合していない事例や情報の管
理状況の点検・報告ができていない事例等が見受けられたことから、適切に実施するよ
う指導しました。
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Ⅵ コンプライアンス推進体制

１ コンプライアンス推進本部
コンプライアンス推進本部は、引き続き、近畿地方整備局におけるコンプライアン

ス等の強化を図るため、コンプライアンス推進計画を作成し、ブロックコンプライアン
ス・チーム、事務所コンプライアンス・チームに取組を指示し、同計画の実施の推進を
図るとともに、その実効性を確保するために必要な措置を講じる。
コンプライアンス推進本部は、原則として、毎月１回開催するものとする。

（取組実績）
コンプライアンスの推進を図るため、コンプライアンス推進室を事務局として、以下

のとおりコンプライアンス推進本部会議を原則毎月開催し、コンプライアンス推進計画
の実施状況を把握しました。

○第１回推進本部会議（令和３年４月２７日開催）

・令和３年度近畿地方整備局コンプライアンス推進計画

・令和２年度第４回コンプライアンスミーティングの実施状況報告

○第２回推進本部会議（令和３年５月３１日開催）

・令和３年度第１回コンプライアンスミーティングの実施について

・コンプライアンス推進責任者から事務所の取組状況報告

（福知山河川国道事務所、紀南河川国道事務所）
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○第３回推進本部会議（令和３年７月２７日開催）

・令和３年度コンプライアンス推進室員事務所巡回について

・令和３年度第２回コンプライアンスミーティングの実施について

・コンプライアンス推進責任者から事務所の取組状況報告

（淀川河川事務所、六甲砂防事務所、大阪国道事務所、和歌山港湾事務所）

○第４回推進本部会議（令和３年９月２８日開催）

・令和３年度第１回コンプライアンスミーティング実施結果報告

・コンプライアンス推進責任者から事務所の取組状況報告

（浪速国道事務所、兵庫国道事務所）

○第５回推進本部会議（令和３年１０月２６日開催）

・上半期の取組状況

・下半期の取組（案）

・令和４年度コンプライアンス推進計画策定スケジュール等（案）

・コンプライアンス推進責任者から事務所の取組状況報告

（紀の川ダム統合管理事務所、近畿技術事務所）

○第６回推進本部会議（令和３年１１月２４日開催）

・令和３年度第２回コンプライアンスミーティングの実施結果報告

・北海道開発局発注業務に係る不正事案に関する報告書について

・コンプライアンス推進責任者から事務所の取組状況報告

（福井河川国道事務所、木津川上流河川事務所）

○第７回推進本部会議（令和３年１２月１４日開催）

・令和３年度第４回コンプライアンスミーティングの実施について

・コンプライアンス推進責任者から事務所の取組状況報告

（紀伊山系砂防事務所、淀川ダム統合管理事務所）

○第８回推進本部会議（令和４年１月２５日）

・令和３年度第３回コンプライアンスミーティング実施結果報告

・コンプライアンス推進責任者から事務所の取組状況報告

（足羽川ダム工事事務所、和歌山河川国道事務所）

○第８回推進本部会議（令和４年２月２２日開催）

・令和３年度近畿地方整備局コンプライアンス推進計画の取組状況

・令和３年度コンプライアンス推進室員による事務所巡回の状況

・令和４年度近畿地方整備局コンプライアンス推進計画（案）

○第４回推進本部会議（令和４年３月２２日開催）

・令和４年度近畿地方整備局コンプライアンス推進計画（決定）
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２ コンプライアンス推進室
コンプライアンス推進室は、コンプライアンス推進本部の所掌事務を補佐し、推進計

画を効果的・効率的に推進する。
コンプライアンス推進室員は、原則２人１組で、分担して１年で全ての事務所を巡回

し、コンプライアンス推進責任者及び事務所コンプライアンス・チームメンバーと必要
な情報共有を図るとともに、意見交換を進める。

（取組実績）
推進室会議を定期的に開催し、コンプライアンス推進計画の実施状況についての意見

交換、令和４年度コンプライアンス推進計画（案）の作成等を行いました。
また、推進室員１９名が、２名（事務・技術）のチームで全ての事務所（３４事務所）

を巡回し、「コンプライアンスの徹底に関する取り組み」、「事業者等との応接方法の実
態」、「情報管理の適正化」、「ハラスメントの防止等」、「公文書管理の取り組み状況」
等について、コンプライアンス推進責任者（事務所長）及び事務所コンプライアンス・
チームメンバー（副所長・総務課長）と情報共有及び意見交換を行いました。
なお、令和３年度においては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一部事務所

を除き、Ｗｅｂにて実施しました。

○令和３年度コンプライアンス推進室員による事務所巡回実績

事務官 技官 確定

1 琵琶湖河川事務所 江藤適正業務管理官 堤技術開発調整官 R3.9.16

2 奈良国道事務所 江藤適正業務管理官 久内総括防災調整官 R3.9.29

3 木津川上流河川事務所 福田用地調整官 西野道路企画官 R3.10.6

4 浪速国道事務所 田中契約管理官 西野道路企画官 R3.10.8

5 大戸川ダム工事事務所 石堂建設産業調整官 堤技術開発調整官 R3.10.12

6 神戸港湾空港技術調査事務所 花田港湾空港企画官 内山港政調整官 R3.10.13

7 国営明石海峡公園事務所 江藤適正業務管理官 増田技術調整管理官 R3.10.14

8 兵庫国道事務所 中尾総務課長 成宮河川調査官 R3.10.14

9 神戸港湾事務所 石井総括調整官 内山港政調整官 R3.10.15

10 大阪港湾・空港整備事務所 宮部契約管理官 内山港政調整官 R3.10.18

11 猪名川河川事務所 朝夷人事計画官 西野道路企画官 R3.10.19

12 和歌山港湾事務所 石井総括調整官 内山港政調整官 R3.10.22

13 紀南河川国道事務所 朝夷人事計画官 嶋田企画調査官 R3.10.22

14 淀川河川事務所

15 近畿道路メンテナンスセンター

16 舞鶴港湾事務所 石井総括調整官 内山港政調整官 R3.10.29

17 京都国道事務所 江藤適正業務管理官 堤技術開発調整官 R3.11.8

18 紀伊山系砂防事務所

19 紀の川ダム統合管理事務所

20 九頭竜川ダム統合管理事務所 中尾総務課長 久内総括防災調整官 R3.11.10

21 国営飛鳥歴史公園事務所 中尾総務課長 福岡営繕調査官 R3.11.12

22 滋賀国道事務所 斉木総括調整官 福岡営繕調査官 R3.11.12

23 大阪国道事務所 斉木総括調整官 増田技術調整管理官 R3.11.16

24 和歌山河川国道事務所 河村調査官 福岡営繕調査官 R3.11.17

25 福知山河川国道事務所 石堂建設産業調整官 増田技術調整管理官 R3.11.24

26 福井河川国道事務所

27 足羽川ダム工事事務所

R3.10.25

R3.11.8

田中契約管理官 福岡営繕調査官 R3.11.25

事務所名
担当推進室員

河村調査官

斉木総括調整官 嶋田企画調査官

増田技術調整管理官

事務官 技官 確定

28 大和川河川事務所 石堂建設産業調整官 成宮河川調査官 R3.11.25

29 姫路河川国道事務所 福田用地調整官 堤技術開発調整官 R3.11.26

30 近畿技術事務所

31 淀川ダム統合管理事務所

32 六甲砂防事務所 朝夷人事計画官 久内総括防災調整官 R3.12.7

33 京都営繕事務所 田中契約管理官 成宮河川調査官 R3.12.8

34 豊岡河川国道事務所 河村調査官 成宮河川調査官 R4.1.6

福田用地調整官 嶋田企画調査官 R3.12.6

事務所名
担当推進室員

意見交換のテーマ（一部抜粋）

● コンプライアンス徹底についての取組
● 発注者綱紀保持関係

・事業者との応接ルール
・入札契約情報管理の徹底
・コンプライアンスミーティング・トレーニング
・過去の不正事案及び再発防止策の活用

● 服務・倫理関係
● ハラスメント防止関係
● 不当要求行為対応等関係

● その他
・コロナ禍における事務所運営及び事業執行について
・事務所・本局間の「報告・連絡・相談」について

● 行政文書管理関係

・入札契約手続きに関する業務について
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３ ブロックコンプライアンス・チーム
管内事務所を８ブロックに分割した「ブロックコンプライアンス・チーム」は、チー

ムメンバー相互の連携、情報共有（コンプライアンスミーティング及びトレーニングの
結果、時宜にかなったコンプライアンス情報、既定のルールの周知徹底）、事務所の懸
案事項についての意見交換を行い、コンプライアンスの推進強化を図る。
また、指導的立場にあるコンプライアンス担当建設専門官等（ブロックチームの事務

局長）は、適正業務管理官が原則毎月１回開催するコンプライアンス担当建設専門官等
会議に参加し、ブロック内事務所と情報等を共有する。また、ブロック内でコンプライ
アンスに対する意識の啓発活動や運営等を行う。

（取組実績）
１）ブロック体制

８ブロック体制とした「ブロックコンプライアンス・チーム」において、ブロック
での意見交換やコンプライアンストレーニングの実施等の取組を行いました。

○ブロック体制
・福井ブロック ◎福井河川国道、足羽川ダム、九頭竜川ダム
・京都ブロック ◎京都国道、福知山河川国道、京都営繕
・滋賀ブロック ◎滋賀国道、琵琶湖河川、大戸川ダム
・大阪ブロック ◎淀川河川、猪名川河川、大和川河川、大阪国道、浪速国道、

淀川ダム統合管理、近畿技術、近畿道路メンテナンスセンター
・兵庫ブロック ◎兵庫国道、姫路河川国道、豊岡河川国道、六甲砂防、国営明石海峡公園
・奈良・三重ブロック ◎奈良国道、紀伊山系砂防、木津川上流河川、

紀の川ダム統合管理、国営飛鳥歴史公園
・和歌山ブロック ◎和歌山河川国道、紀南河川国道
・港湾ブロック ◎神戸港湾、舞鶴港湾、大阪港湾・空港整備、和歌山港湾、

神戸港湾空港技術調査
（◎は、コンプライアンス担当建設専門官ポストの存するブロック統括事務所）

２）コンプライアンス講習会の開催
各ブロックにおいて、発注者綱紀保持、服務・公務員倫理、ハラスメントの防止、

不当要求対策、行政文書管理等をテーマに講習会を開催しました。

○コンプライアンス講習会等
開催日 講習会名

令和３年 ７月２０日 京都ブロック「コンプライアンス講習会」
７月２１日 港湾ブロック「コンプライアンス講習会」
７月２９日～１１月 ２日 京都ブロック「ハラスメントＷｅｂ講習」
７月３０日 和歌山ブロック「コンプライアンス講習会」

１０月 ４日～１２月２４日 京都ブロック「不当要求対策Ｗｅｂ講習」
１０月１５日 大阪ブロック「コンプライアンス講習会」
１１月 ４日 滋賀ブロック「不当要求行為対策講習会」
１１月１９日 奈良・三重ブロック「コンプライアンス講習会」
１１月２６日 和歌山ブロック「ハラスメント・服務・倫理講習会」

令和４年 １月 ６日 奈良ブロック「不当要求対策講習会」
１月２０日 滋賀ブロック「コンプライアンス講習会」
２月１０日 兵庫ブロック「不当要求講習会」
２月 ９日～ ２月２４日 福井ブロック「暴力団排除・不当要求対策研修会」
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３）コンプライアンス担当建設専門官等会議の開催
コンプライアンス担当建設専門官等会議を原則毎月１回開催し、「コンプライアン

スミーティングのテーマについての意見交換」、「コンプライアンスに関するトピック
の情報提供」、「各ブロックにおけるコンプライアンスの取組」等について、情報共有
及び意見交換を行いました。

○コンプライアンス担当建設専門官等会議

開催日 主 な 議 題

令和３年 ４月２８日 令和３年度各ブロックコンプライアンス推進計画について 外

６月 １日 令和３年度コンプライアンスミーティングの実施について 外

７月２８日 令和３年度コンプライアンス推進室員の事務所巡回 外

９月２９日 令和３年度第１回コンプライアンスミーティング実施状況報告

１０月２７日 上半期の取組状況、下半期の取組（案） 外

１１月２５日 令和３年度第２回コンプライアンスミーティング実施状況報告

１２月１４日 令和３年度第４回コンプライアンスミーティングの実施について

令和４年 １月２６日 令和３年度第３回コンプライアンスミーティング実施結果報告

２月２４日 令和３年度コンプライアンス取組状況 外

３月２３日 令和４年度コンプライアンス推進計画決定 外

４ 事務所コンプライアンス・チーム
副所長、総務課長等で構成される「事務所コンプライアンス・チーム」は、所内会議

等を活用し、職員への再発防止策の周知徹底、フォローアップ、コンプライアンスの日
常啓発等事務所におけるコンプライアンス対策の一層の推進を図る。

（取組実績）
各事務所において、コンプライアンス推進責任者（事務所長）又は事務担当副所長が、

所内会議などを通じて、「コンプライアンス全般に関する注意喚起」、「再発防止策の周
知徹底」、「コンプライアンスに関する情報提供」、「公務員の不祥事例の周知及び注意
喚起」等を行いました。
また、事務所独自の取組として講習会、勉強会等を開催し、職員の意識向上に努めま

した。

５ コンプライアンス・アドバイザリー委員会
外部有識者で構成される「近畿地方整備局コンプライアンス・アドバイザリー委員会」

は、コンプライアンス推進の取組結果及び次年度推進計画等について委員の意見を伺い、
取組等に反映する。
なお、万が一不適正な事案が発生した場合においては、同委員会に調査結果等を報告

し委員の意見を伺い再発防止対策等に反映する。
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（取組実績）
令和４年３月７日に開催し、令和３年度の近畿地方整備局コンプライアンス推進の取

組結果を報告し、適正との評価を得ました。また、令和４年度近畿整備局コンプライア
ンス推進計画（案）に対して委員からいただいきました助言・意見を踏まえ、令和４年
３月２２日に開催されました近畿地方整備局コンプライアンス推進本部において推進計
画の決定をしました。
なお、今年度は、委員会に報告すべき不適正な事案は発生していません。
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おわりに
近畿地方整備局では、近年重大な不祥事が発生していません。これは、コンプライアン

スに対する継続的な取組の実施により、近畿地方整備局の全職員のコンプライアンスに対
する意識が醸成され、重要性が認識された結果であると考えられます。
しかしながら、コンプライアンス理解度チェックでは、一部の取組について理解が十分

とは言い切れない結果や一般監査においても改善を要する事項が見受けられました。
さらに、令和３年度において、北海道開発局及び九州地方地方整備局の職員が入札談合

等関与行為等により逮捕された案件が発生しました。
これを受け、近畿地方整備局職員にも「事業者等から不当な働きかけを受けた場合、ど

う対応すべきか」についてアンケートを行ったところ、「拒否はするが、所属長及び発注
者綱紀保持担当者に報告しない」「相手方に公表、記録する旨までは伝えない」との回答
が１．９％あり、再度、発注者綱紀保持に係る制度の周知徹底、及び、公平かつ適正な業
務執行に係る意識の向上を図っていく必要があります。
また、近畿地方整備局管内の地方自治体の職員が収賄、入札情報漏えい及び官製談合で

逮捕された事案や、不適切な業務処理、ハラスメント等で処分された事案の報道が複数あ
りました。これらの実際に起きた不適切な事案を「他山の石」として、コンプライアンス
に対する職員の意識のより一層の醸成を図っていくことも重要であります。

今後、これらの課題への対策も含めた令和４年度近畿地方整備局コンプライアンス推進
計画に基づき、引き続きコンプライアンスの推進に努めてまいります。


